
　本年度の農作業労賃標準額を、下記のとおり定めましたので取り決めの参考にしてください。

緑 化 １　箱 660 円

硬 化 １　箱 870 円

１０ａ 7,500 円

１０ａ 9,000 円

１　ｍ 75 円

１０ａ 4,000 円

１０ａ 4,800 円

１０ａ 8,000 円

通 常 7,500 円

側 条 施 肥 8,500 円

１０ａ 1,700 円

31,000 円 袋型

38,500 円 グレンタンク付

19,200 円

１０ａ 8,500 円

１石(150㎏） 1,850 円

玄米３０㎏ 500 円

玄米３０㎏ 550 円

玄米３０㎏ 485 円

１０ａ 58,000 円

１０ａ 7,500 円

　　当事者間で協議してください。

・実働８時間　・１時間当たり1,050円

円

　◇農業委員会の定例会は、毎月１６日頃開催の予定です。

　◇農地の売買、貸借、転用、農業者年金、生前一括贈与等の相談は農業委員会に
　　ご相談下さい。

下郷町農業委員会事務局　　ＴＥＬ 0241-69-1188

令和８年４月
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　◎この標準額には消費税(10％)が含まれています。（「農作業」賃金を除く）

　◎実働８時間を越えた場合の時間外給及び作業内容等については当事者間で協議してください。

　◎圃場条件が悪い地域については、当事者間で協議して下さい。

　◎この農作業労賃は、標準として規定したものです。上記以外のもの又は個々の条件によっては、

コンバイン

藁切りまで

自己搬入の場合

石取り機

※農薬は委託者持　※水稲に限る

結束材料を含む

４隅刈りは含まない

乾燥まで

（４隅刈りは含まない）

乾燥なし（４隅刈りは含まない）

令和８年度下郷町農作業労賃標準額

ドローン薬剤散布

機 械 く ろ 塗 り

荒 代

植 代

荒 代 ・ 植 代 同 時

区　　　分 単　　位

籾 す り

金　　　額

8,400 円

（消費税10％込）

・賄いなし(福島県最低賃金1時間当たり1,033円)

ロータリー耕

プラウ耕（砕土は含まない）

粉剤・粒剤　　　※農薬は委託者持

水和剤含まない

備　　　　考

1,300

7,500

　◎上記、労賃標準額には機械等の回送費は含まれておりません。

色 彩 選 別

精 米

石 礫 除 去

そば・大豆刈取り

１　日

１０ａ

１０ａ

１０ａ

１０ａ

機 械
田 植

薬 剤 散 布

バインダーによる
稲 刈 り

コ ン バ イ ン

ハ ー ベ ス タ ー

籾 乾 燥

農 作 業

育 苗

田 ・ 畑 耕 起

４隅植えは含まない　

円


